
５  化学物質関係資料  
 

  表５－１  ダイオキシン類に係る環境基準  

媒  体  基  準  値  適  用  範  囲  達   成   期   間  

大  気  
0.6pg-TEQ/㎥  

以下  

工業専用地域、車道その他一般

公衆が通常生活していない地

域または場所については適用

しない。  

・環境基準が達成されていない

地域または水域にあっては、

可及的速やかに達成されるよ

う努めること。  

・環境基準が達成されている地

域または水域にあっては、そ

の維持に努めること。  

・土壌の汚染に係る環境基準が

早期に達成されることが見込

まれない場合にあっては、必

要な措置を講じ、土壌汚染に

起因する環境影響を防止する

こと。  

水  質  

(水底の底質

を除く。 ) 

１ pg-TEQ/L 

以下  

公共用水域および地下水につ

いて適用する。  

水底の底質  
150pg-TEQ/g 

以下  

公共用水域の水底の底質につ

いて適用する。  

土  壌  
1,000pg-TEQ/g 

以下  

廃棄物の埋立地その他の場所

であって、外部から適切に区別

されている施設に係る土壌に

ついては適用しない。  

（備考） 1 基準値は、 2,3,7,8-四塩化ジベンゾ -パラ -ジオキシンの毒性に換算した値とする。  

2 大気および水質の基準値は、年間平均値とする。  

3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の

量が 250pg-TEQ/ｇ以上の場合には、必要な調査を実施することとする。  

 

  表５－２  ダイオキシン類対策特別措置法に定める大気基準適用施設  

1 鉄鋼業焼結施設  
焼結鉱（銑鉄の製造の用に供するものに限る。）の製造の用に供する焼結

炉であって、原料の処理能力が１時間当たり１ｔ以上のもの  

2 製鋼用電気炉  
製鋼の用に供する電気炉（鋳鋼または鍛鋼の製造の用に供するものを   

除く。）であって、変圧器の定格容量が 1,000kVA 以上のもの  

3 亜鉛回収施設  

亜鉛の回収（原料として製鋼用電気炉の集じん灰を使用するものに限る。）

の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉および乾燥炉であって、   

原料の処理能力が１時間当たり 0.5ｔ以上のもの  

4 
アルミニウム合金

製造施設  

アルミニウム合金の製造（原料としてアルミニウムくず（同一事業所内の

圧延工程において生じたものを除く。）を使用するものに限る。）の用に

供する焙焼炉、溶解炉および乾燥炉であって、焙焼炉および乾燥炉にあっ

ては原料の処理能力が１時間当たり 0.5ｔ以上のもの、溶解炉にあっては

容量が１ｔ以上のもの  

5 廃棄物焼却炉  

火床面積（二以上の廃棄物焼却炉が一体として機能する場合にあっては、

その火床面積の合計。）が 0.5 ㎡以上または焼却能力（二以上の廃棄物   

焼却炉が一体として機能する場合にあっては、その焼却能力の合計。）が

1 時間当たり 50kg 以上のもの  

 

  表５－３  ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気排出基準  

（単位： ng－ TEQ／㎥Ｎ）  

特定施設の種類  
新   設  

施設基準  

既設施設基準  

（平成 12 年 1 月 14 日以前に設置のもの）  

鉄鋼業焼結施設  ０ .１   １  

製鋼用電気炉  ０ .５   ５  

亜鉛回収施設  １  １０  

アルミニウム合金製造施設  １   ５  

廃棄物焼却炉  

焼

却

能

力  

4  t/時以上  ０ .１   １  

2～ 4t/時  １   ５  

2  t/時未満  ５  １０  

（備考） 既設施設のうち、平成 9 年 12 月 2 日以降に設置の工事に着手した廃棄物焼却炉（火格子

面積 2 ㎡以上または焼却能力 200kg/h 以上）および製鋼用電気炉については、新設基準が

適用される。  
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３　地下水質

No 採取地点 採取日
ダイオキシン類濃
度(pg-TEQ/L)

備　　　考

1 福井市滝波町 令和3年7月28日 0.063
㈱北陸環境サービス
（安定型最終処分場）

2 あわら市中川 令和3年8月5日 0.049
福井坂井地区広域市町村圏事
務組合清掃センター灰埋立地

3 勝山市平泉寺町岩ｹ野 令和3年8月5日 0.048
エコバレー（大野・勝山地区広域
行政事務組合最終処分場）

4 敦賀市樫曲 令和3年8月20日 0.041
キンキクリーンセンター㈱(安定・
管理型最終処分場)

5 敦賀市櫛川 令和3年8月20日 0.043 ㈱森口産業(安定型最終処分場)

6 若狭町生倉 令和3年8月20日 0.050 三方町生倉埋立地

7 高浜町下 令和3年8月20日 0.042
高浜町不燃物処分地、英建工業
㈲(安定型最終処分場)

0.048

1

（資料：環境政策課）

平均値

環境基準
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４　土壌

No.
区
分

採取地点 採取日
ダイオキシン類濃度
(pg-TEQ/g)

備　　　　考

１ 岡保小学校（福井市河水町) 令和3年7月28日 0.067 福井市クリーンセンター　周辺

2-1 臨海中央公園（坂井市三国町米納津） 3.6

2-2 テクノポート福井総合公園（坂井市三国町黒目） 3.4

3-1 八幡神社（大野市土布子） 0.34

3-2 磐座神社（大野市西大月） 14

4-1 鳥浜貝塚公園（若狭町鳥浜） 1.0

4-2 向笠農村公園（若狭町向笠） 0.026

3.2

1000

（資料：環境政策課）

平均値

環境基準

発

生

源

周

辺

状

況

調

査

令和3年7月19日 TPF　周辺

令和3年7月19日
大野勝山地区広域行政事務組合
ごみ処理施設　周辺

令和3年7月15日 エコクル美方　周辺
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発

生

源

周

辺

状

況

調
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　　表５－７　ＰＲＴＲ法に基づく市町別届出集計結果（令和２年度排出量・移動量実績）

大　気 水　域 土　壌 埋　立 小　計 下水道 廃棄物 小　計

福 井 市 90 293,295 16,079 0 0 309,374 3,608 887,334 890,942 1,200,316

敦 賀 市 24 8,576 6,591 0 0 15,167 0 78,876 78,876 94,043

小 浜 市 12 7,405 150 0 0 7,555 0 320,493 320,493 328,048

大 野 市 12 2,615 10,598 0 0 13,213 0 10,569 10,569 23,782

勝 山 市 11 273 1,392 0 0 1,665 0 8,180 8,180 9,845

鯖 江 市 29 210,765 2,477 0 0 213,242 2,866 302,143 305,009 518,251

あ わ ら 市 12 13,867 47 0 0 13,914 0 10,152 10,152 24,066

越 前 市 41 719,799 5,383 0 0 725,182 0 1,019,987 1,019,987 1,745,169

坂 井 市 49 322,448 16,786 0 0 339,234 18,714 1,393,536 1,412,250 1,751,484

永 平 寺 町 4 313 0 0 0 313 0 0 0 313

池 田 町 3 10 48 0 0 58 0 0 0 58

南 越 前 町 5 294 75 0 0 369 0 0 0 369

越 前 町 9 10,151 573 0 0 10,724 0 78 78 10,802

美 浜 町 3 1,196 182 0 0 1,378 0 0 0 1,378

高 浜 町 5 6,896 767 0 0 7,663 0 0 0 7,663

お お い 町 5 7,317 104 0 0 7,421 0 1,200 1,200 8,621

若 狭 町 13 29,158 67 0 0 29,225 0 1,437,249 1,437,249 1,466,474

合　計 327 1,634,378 61,319 0 0 1,695,697 25,188 5,469,797 5,494,985 7,190,682

（資料：環境政策課）

排出・移動
量合計

（kg／年）
市町

届　　出
事業所数

排 出 量　（kg／年） 移 動 量　（kg／年）
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